
 

 

 

 

 

女性活躍推進法                                

     女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画のホームページ掲載について 

   「女性の職場生活における活躍の推進に関する法律」とは、女性の活躍推進の取り組 

 みを着実に前進させせるべく、国・地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、 

 雇用している又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取り組み 

を実施するよう努めることとされ、当組合におきましても 2022年 4月 1日より計画を 

作成し、事業年度毎の実績をホームページに掲載し公告することと致しました。 

 
                 北郡信用組合 

            女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

       目 標 

            女性職員（嘱託・パート含む）の平均勤続年数を６年から７年にする。 

       １．計画期間 ２０２２年４月１日～２０２７年３月３１日 

 

       実 績 

       女性職員（嘱託・パート含む）の平均勤続年数７年。 

       １．対象期間 ２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日 

                     


